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(57)【要約】
　　【課題】　焦点位置及び画像読み取り範囲を簡易な
構成で変更できる光学情報読取装置を提供する。
　　【解決手段】　距離の離れた光学情報を読み取ると
きには、図３（Ｂ）に示すように二次元光学センサ２８
に近接し、且つ、結像レンズ２２の光軸Ｘ２と該二次元
光学センサ２８の光軸Ｘ１とが一致する近接位置に結像
レンズホルダ２４を移動させることで、結像レンズ２２
の光軸Ｘ１の延長上にある距離の離れた光学情報に対し
て、結像レンズ２２の焦点距離を合わせることができる
。一方、距離の近接する光学情報を読み取るときには、
図３（Ａ）に示すように二次元光学センサ２８から離間
し、且つ、結像レンズ２２の光軸Ｘ２と該二次元光学セ
ンサ２８の光軸Ｘ１とが平行状態を保ちながらずれる離
間位置に結像レンズホルダ２４を移動させることで、二
次元光学センサ２８の光軸Ｘ１からずれた距離の近接す
る光学情報に対して、結像レンズ２８の焦点距離を合わ
ながら二次元光学センサで受光させることができる。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数個のレンズから成る結像レンズからの光を受光する二次元光学センサを備え、光学情
報を読み取る光学情報読取装置であって、
　前記結像レンズを保持する結像レンズホルダと、
　前記結像レンズホルダを支持するレンズホルダ支持部材と、
　前記結像レンズホルダと前記レンズホルダ支持部材との間に介在し、前記結像レンズホ
ルダを、前記レンズホルダ支持部材に対して、前記結像レンズの光軸に対して斜め方向へ
移送する移送手段とを備え、
　前記移送手段が、前記結像レンズホルダを、
　前記結像レンズホルダが前記二次元光学センサに近接し、且つ、前記結像レンズの光軸
と該二次元光学センサの光軸とが一致する近接位置と、
　前記結像レンズホルダが前記二次元光学センサから離間し、且つ、前記結像レンズの光
軸と該二次元光学センサの光軸とが平行状態を保ちながらずれる離間位置とに移送するこ
とを特徴とする光学情報読取装置。
【請求項２】
前記光学情報読取装置は、操作者が把持する握り部の中心線から斜め方向の光学情報を読
み取るように読取口が設けられてなり、
　前記移送手段は、
　前記読取口が水平方向に向けられた時に、前記結像レンズホルダを前記近接方向へ移送
し、
　前記読取口が下方向に向けられた時に、前記結像レンズホルダを前記離間方向であって
、前記結像レンズの光軸が、該二次元光学センサの光軸と平行状態を保ちながら、前記握
り部から反対方向へずれるように移送することを特徴とする請求項１の光学情報読取装置
。
【請求項３】
前記移送手段は、前記読取口が水平方向に向けられた時の前記結像レンズホルダの前記近
接方向への移送、及び、前記読取口が下方向に向けられた時の前記結像レンズホルダの前
記離間方向への移送を、結像レンズホルダの自重により行うことを特徴とする請求項２の
光学情報読取装置。
【請求項４】
前記移送手段は、
前記結像レンズホルダに設けられた前記二次元光学センサの光軸に対して斜め方向の溝と
、
前記レンズホルダ支持部材に設けられた前記結像レンズホルダの溝に対応する溝と、
前記結像レンズホルダの溝と前記レンズホルダ支持部材の溝との間に介在する球状体とか
らなることを特徴とする請求項３の光学情報読取装置。
【請求項５】
前記結像レンズホルダの溝と、前記レンズホルダ支持部材の溝との少なくとも一方は、端
部において浅くなるように形成されていることを特徴とする請求項４の光学情報読取装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、結像レンズ及び二次元光学センサを有し、読取対象に付けられた情報コードを
光学的に読取る読取機構を備えると共に、結像レンズの焦点位置を変更するための焦点切
替機構を備える光学情報読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
バーコードや二次元コード等の光学情報を読取るためのハンディタイプの光学情報読取装
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置は、例えば手持ち可能に構成された本体ケース内に、受光センサ、結像レンズ、照明装
置等からなる読取機構を備えて構成されている。照明装置により、本体ケースの先端部の
読取口から読取対象（例えばＱＲコードが記された商品ラベル）に対して照明光を照射し
、その反射光を読取口から入射して、結像レンズを介して二次元光学センサにより撮像す
るよう構成されている。
【０００３】
光学情報の読取距離（読取口から読取対象までの距離）は、装置に組込まれている結像光
学系の光学特性（主として結像レンズの焦点距離）により予め決まったものとなり、従っ
て、ユーザは、読取対象に対して装置（読取口）を所定の読取距離（ある程度の幅を有す
る）に位置させて読取作業を行うようになっている。これに対して、近年、特許文献１に
示されるように結像光学系の焦点位置を可変とする機構を設けることにより、一台の光学
情報読取装置での読取可能距離の範囲を広げ、ユーザの利便性の向上が図られている。
【特許文献１】特開２０００－２２１３４９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記した結像光学系の焦点位置を可変とする機構は、複数個のレンズをそ
れぞれ光軸に沿って移動させており、構造が複雑であった。
【０００５】
ハンディタイプの光学情報読取装置には、縦長のほぼ矩形箱状なすハウジングの一端側に
、ハウジングの裏面方向に前傾するように「首曲がり形状」をなす読取口を備えている形
状の物がある。係る首曲がり形状の光学情報読取装置で、近距離の光学情報を読み取る際
には、ユーザが光学情報を目視しながら読取口を位置合わせ可能なように、光学情報読取
装置の頭部を避けて光学情報が視認できるようにするため、光学情報読取装置の前方位置
に読み取り範囲をずらすことが望ましい。一方、遠距離の光学情報を読み取る際には、二
次元光学センサで鮮明な像が得にくくなるため、読み取り範囲をずらすことは望ましくな
い。このため、読み取り範囲を光学情報の距離に応じて変えるためには、上述した焦点位
置の光軸方向の可変機構に加え、焦点位置を光軸の鉛直方向への可変する機構が必要にな
り、さらに構造が複雑になる。
【０００６】
本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、焦点位置及び画像読み取り範囲を簡易な構成で変更できる光学情報読取装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達成するため、請求項１は、複数個のレンズ２２ａ、２２ｂ、２２ｃから成る
結像レンズ２２からの光を受光する二次元光学センサ２８を備え、光学情報を読み取る光
学情報読取装置１０であって、
　前記結像レンズ２２を保持する結像レンズホルダ２４と、
　前記結像レンズホルダ２４を支持するレンズホルダ支持部材３２と、
　前記結像レンズホルダ２４と前記レンズホルダ支持部材３２との間に介在し、前記結像
レンズホルダ２４を、前記レンズホルダ支持部材３２に対して、前記結像レンズ２２の光
軸Ｘ２に対して斜め方向へ移送する移送手段３４ａ、３６ａ、３８とを備え、
　前記移送手段が、前記結像レンズホルダ２４を、
　前記結像レンズホルダ２４が前記二次元光学センサ２８に近接し、且つ、前記結像レン
ズ２２の光軸Ｘ２と該二次元光学センサ２８の光軸Ｘ１とが一致する近接位置と、
　前記結像レンズホルダ２４が前記二次元光学センサ２８から離間し、且つ、前記結像レ
ンズ２２の光軸Ｘ２と該二次元光学センサ２８の光軸Ｘ１とが平行状態を保ちながらずれ
る離間位置とに移送することを技術的特徴とする。
【発明の効果】
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【０００８】
請求項１の光学情報読取装置では、複数個のレンズから成る結像レンズを結像レンズホル
ダが保持する。そして、結像レンズホルダが二次元光学センサに近接し、且つ、結像レン
ズの光軸と該二次元光学センサの光軸とが一致する近接位置と、結像レンズホルダが二次
元光学センサから離間し、且つ、結像レンズの光軸と該二次元光学センサの光軸とが平行
状態を保つ離間位置とに、移送手段により結像レンズホルダが移送される。距離の離れた
光学情報を読み取るときには、二次元光学センサに近接し、且つ、結像レンズの光軸と該
二次元光学センサの光軸とが一致する近接位置に結像レンズホルダを移動させることで、
結像レンズの光軸の延長上にある距離の離れた光学情報に対して、結像レンズの焦点距離
を合わせることができる。一方、距離の近接する光学情報を読み取るときには、二次元光
学センサから離間し、且つ、結像レンズの光軸と該二次元光学センサの光軸とが平行状態
を保ちながらずれる離間位置に結像レンズホルダを移動させることで、二次元光学センサ
の光軸からずれた距離の近接する光学情報に対して、結像レンズの焦点距離を合わせなが
ら二次元光学センサで受光させることができる。ここで、複数のレンズから成る結像レン
ズを結像レンズホルダで保持し、一体で結像レンズを移送するため、焦点位置及び画像読
み取り範囲を簡易な構成で変更できる。
【０００９】
請求項２の光学情報読取装置では、垂直面に設けられた光学情報を読み取るため、読取口
が水平方向に向けられた時に、結像レンズホルダを近接方向へ移送することで、離間する
光学情報に対して結像レンズの焦点距離を合わせることができる。一方、水平面に設けら
れた光学情報を読み取るため、読取口が下方向に向けられた時に、結像レンズホルダを離
間方向へ移送し、近接する光学情報に対して、結像レンズの焦点距離を合わせることがで
きる。この際に、結像レンズの光軸が、該二次元光学センサの光軸と平行状態を保ちなが
ら、握り部から反対方向へずれることで、近接する光学情報を読み取ることができる。こ
のため、光学情報への読取口の位置合わせが容易である。
【００１０】
請求項３の光学情報読取装置では、結像レンズホルダの移送を該結像レンズホルダの自重
により行うため、簡易に移動機構を構成することができる。
【００１１】
請求項４の光学情報読取装置では、結像レンズホルダに設けられた斜め方向の溝と、レン
ズホルダ支持部材に設けられた結像レンズホルダの溝に対応する溝と、両間に介在する球
状体とからなるため、簡易な構成で結像レンズホルダの自重による移送を実現できる。
【００１２】
請求項５の光学情報読取装置では、溝が端部で浅くなっており、該端部で球状体に加わる
抵抗が大きくなって結像レンズホルダの移送速度が低下するため、近接位置及び離間位置
で衝撃が生じず、結像レンズホルダを円滑に移送することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
[第１実施形態]
以下、本発明の第１実施形態に係る光学情報読取装置について図を参照して説明する。ま
ず、第１実施形態に係る光学情報読取装置１０の構成概要を図１及び図２に基づいて説明
する。図１及び図２は、光学情報読取装置１０のハウジング等の構成概要を示す縦断面図
であり、図１は水平面Ｈ上に置かれた近接するＱＲコードＱを読み取っている状態を示し
ている。図２は、垂直面Ｖ上に置かれた遠方のＱＲコードＱを読み取っている状態を示し
ている。
【００１４】
バーコード、ＱＲコード等の光学情報を読み取る光学情報読取装置１０は、主に、縦長の
ほぼ矩形箱状なすハウジング１２を備える。ハウジング１２は、例えば、ＡＢＳ樹脂等の
合成樹脂からなる成形部品で、その一端側に、ハウジング１２の裏面方向に前傾するよう
に「首曲がり形状」をなす読取口１２ａを備え、他端側が操作者により把持される握り部
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１２Ｈを構成している。即ち、操作者の把持する握り部１２Ｈの中心線ｇ－ｇから斜め方
向の光学情報を読み取るように読取口１２ａが設けられており、操作者は、握り部１２Ｈ
を把持し、読取口１２ａを光学情報側に対向させる。
【００１５】
読取口１２ａの内側には、３枚のレンズ２２ａ、２２ｂ、２２ｃからなる結像レンズ２２
を一体に保持する結像レンズホルダ２４と、二次元光学センサ２８とを備える光学モジュ
ール２０が収容されている。光学モジュール２０は、結像レンズホルダ２４を移動可能に
保持するレンズホルダ支持部材３２を備え、該レンズホルダ支持部材３２の基部３２Ａに
二次元光学センサ２８が取り付けられている。該光学モジュール２０に隣接してＬＥＤ（
発光ダイオード）４６が配置されている。読取口１２ａは、二次元光学センサ２８に入射
する入射光を導入可能な開口部である。ＬＥＤ４６からの光が読取対象物（水平面Ｈ又は
垂直面Ｖ）に貼付されたＱＲコードで反射し、結像レンズ２２を介して二次元光学センサ
２８に集光される。
【００１６】
このハウジング１２の他端側には、二次電池５０が収容されている。ハウジング１２の表
面側には液晶表示器４２が配置され、光学情報読取装置１０の操作者が液晶表示器４２に
表示する表示内容を視覚的に把握可能に構成してある。ハウジング１２の内部には、制御
用ＩＣチップ４４等を実装する電子部品用の実装基板４０が設けられている。
【００１７】
二次元光学センサ２８は、読取対象物ＲやＱＲコードＱに照射されて反射した反射光を結
像レンズ２２を介して受光可能に構成されるもので、例えば、Ｃ－ＭＯＳやＣＣＤ等の固
体撮像素子から成る。結像レンズ２２は、外部から読取口１２ａを介して入射する入射光
を集光して二次元光学センサ２８の受光面に像を結像可能な結像光学系として機能するも
のである。二次元光学センサ２８からの画像信号の出力により、制御用ＩＣチップ４４は
光学的情報（ＱＲコードＱ）のデコードを行う。
【００１８】
第１実施形態の光学情報読取装置１０では、上述したように結像レンズ２２を保持する結
像レンズホルダ２４が、レンズホルダ支持部材３２に移動可能に保持されている。結像レ
ンズホルダ２４が二次元光学センサ２８の光軸Ｘ１に沿って移動することで、結像レンズ
２２の焦点距離を調整する。同時に、結像レンズホルダ２４が二次元光学センサ２８の光
軸Ｘ１に垂直方向に移動することで、二次元光学センサ２８による画像読み取り範囲を変
更する。
【００１９】
図１に示す水平面Ｈ上に置かれた近接するＱＲコードＱを読み取るように読取口１２ａを
下方に向けた前傾状態において、結像レンズ２２を保持する結像レンズホルダ２４は、後
述する移送機構により、二次元光学センサの光軸Ｘ１と平行状態を保ちながら、下方、即
ち、二次元光学センサ２８から離れる方向であって、且つ、握り部１２Ｈから反対側へ二
次元光学センサ２８の光軸Ｘ１から垂直方向にずれるように移動する。
【００２０】
一方、図２に示す垂直面Ｖ上に置かれた遠方のＱＲコードＱを読み取るように読取口１２
ａを側方に向けた起立状態において、結像レンズ２２を保持する結像レンズホルダ２４は
、後述する移送機構により、二次元光学センサの光軸Ｘ１上に、結像レンズ２２を最も近
接するように移動する。
【００２１】
図１に示す結像レンズホルダ２４が、二次元光学センサの光軸Ｘ１と平行状態を保ちなが
ら、二次元光学センサ２８から離れる方向であって、且つ、二次元光学センサ２８の光軸
Ｘ１から垂直方向にずれるように移動した状態の光学モジュール２０を図３（Ａ）中に拡
大して示す。一方、図２に示す結像レンズホルダ２４が、二次元光学センサの光軸Ｘ１上
に結像レンズ２２へ最も近接するように移動した状態を図３（Ｂ）中に拡大して示す。
【００２２】
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図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示すように、結像レンズホルダ２４は、レンズホルダ支持部
材３２の保持室３２Ｂ内を移動可能に保持される。保持室３２Ｂは、前端孔３２ｇを備え
る前端壁３２ｃと、後端孔３２ｈを備える後端壁３２ｅと、上壁３２ｄと、底壁３２ｆと
、側壁３２ｊとから成る。第１実施形態の光学情報読取装置１０では、近接するＱＲコー
ドＱを読み取るように読取口１２ａを下方に向けた前傾状態（図１）において、図３（Ａ
）に示すように、結像レンズホルダ２４は、保持室３２Ｂの前端の前端壁３２ｃと上壁３
２ｄとに当接する位置（離間位置）まで移送される。一方、遠方のＱＲコードＱを読み取
るように読取口１２ａを側方に向けた起立状態（図２）において、図３（Ｂ）に示すよう
に、結像レンズホルダ２４は、保持室３２Ｂの後端の後端壁３２ｅと底壁３２ｆとの当接
する位置（近接位置）まで移送される。
【００２３】
図３（Ｂ）に示す結像レンズホルダ２４が保持室３２Ｂの後端の後端壁３２ｅに当接する
位置で、結像レンズ２２は、二次元光学センサ２８に最も近づく。この際に、結像レンズ
ホルダ２４が底壁３２ｆと当接することで、二次元光学センサ２８の光軸Ｘ１と結像レン
ズの光軸Ｘ２とが一致する。この時の結像レンズ２２の中心から二次元光学センサ２８ま
での距離ｆ２で、結像レンズ２２の中心から読み取り対象までの距離ｆ１で、遠い距離の
読み取り対象に対して、結像レンズ２２の焦点が二次元光学センサ２８までの距離ｆ２に
合い、二次元光学センサ２８上に画像を結像させる。
【００２４】
図３（Ａ）に示す結像レンズホルダ２４が保持室３２Ｂの前端の前端壁３２ｃに当接する
位置で、結像レンズ２２は、二次元光学センサ２８に最も離れる。この際に、結像レンズ
ホルダ２４が上壁３２ｄと当接することで、二次元光学センサ２８の光軸Ｘ１と結像レン
ズの光軸Ｘ２とが距離ｊ分ずれ、結像レンズ２２の中心が図３（Ｂ）に示す近接位置から
距離ｋ分離れる。この時の結像レンズ２２の中心から二次元光学センサ２８までの距離ｆ
２’で、結像レンズ２２の中心から読み取り対象までの距離ｆ１’で、近距離の読み取り
対象に対して、結像レンズ２２の焦点が二次元光学センサ２８までの距離ｆ２’に合い、
二次元光学センサ２８上に画像を結像させる。
【００２５】
第１実施形態の光学情報読取装置では、複数個のレンズ２２ａ、２２ｂ、２２ｃから成る
結像レンズ２２を結像レンズホルダ２４が保持する。そして、結像レンズホルダ２４が二
次元光学センサ２８に近接し、且つ、結像レンズ２２の光軸Ｘ２と該二次元光学センサ２
８の光軸Ｘ１とが一致する近接位置（図３（Ｂ））と、結像レンズホルダ２４が二次元光
学センサ２８から離間し、且つ、結像レンズ２２の光軸Ｘ２と該二次元光学センサ２８の
光軸Ｘ１とが平行状態を保つ離間位置（図３（Ａ））とに、結像レンズホルダ２４が移送
される。
【００２６】
距離の離れた光学情報を読み取るときには、図３（Ｂ）に示すように二次元光学センサ２
８に近接し、且つ、結像レンズ２２の光軸Ｘ２と該二次元光学センサ２８の光軸Ｘ１とが
一致する近接位置に結像レンズホルダ２４を移動させることで、結像レンズ２２の光軸Ｘ
１の延長上にある距離の離れた光学情報に対して、結像レンズ２２の焦点距離を合わせる
ことができる。一方、距離の近接する光学情報を読み取るときには、図３（Ａ）に示すよ
うに二次元光学センサ２８から離間し、且つ、結像レンズ２２の光軸Ｘ２と該二次元光学
センサ２８の光軸Ｘ１とが平行状態を保ちながらずれる離間位置に結像レンズホルダ２４
を移動させることで、二次元光学センサ２８の光軸Ｘ１からずれた距離の近接する光学情
報に対して、結像レンズ２２の焦点距離を合わせながら二次元光学センサ２８で受光させ
ることができる。ここで、複数のレンズ２２ａ、２２ｂ、２２ｃから成る結像レンズ２２
を結像レンズホルダ２４で保持し、一体で結像レンズ２２を移送するため、焦点位置及び
画像読み取り範囲を簡易な構成で変更できる。
【００２７】
第１実施形態の光学情報読取装置１０では、図２に示すように垂直面Ｖに設けられたＱＲ
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コードＱを読み取るため、読取口１２ａが水平方向に向けられた時に、図３（Ｂ）に示す
ように結像レンズホルダ２４を近接方向へ移送することで、離間する光学情報に対して結
像レンズ２２の焦点距離を合わせることができる。一方、図１に示すように水平面に設け
られた光学情報を読み取るため、読取口１２ａが下方向に向けられた時に、図３（Ａ）に
示すように結像レンズホルダ２４を離間方向へ移送し、近接する光学情報に対して、結像
レンズ２２の焦点距離を合わせることができる。この際に、結像レンズ２２の光軸Ｘ２が
、該二次元光学センサ２８の光軸Ｘ１と平行状態を保ちながら、握り部１２Ｈから反対方
向へずれることで、近接する光学情報を読み取ることができる。このため、光学情報への
読取口１２ａの位置合わせが容易である。
【００２８】
第１実施形態の光学情報読取装置１０では、結像レンズホルダ２６が自重により、レンズ
ホルダ支持部材３２内を移動する。この結像レンズホルダ２６の移送機構について、図４
及び図５を参照して説明する。
図４（Ａ）は、図３（Ｂ）中の光学モジュール２０をＡ１矢視した図であり、図４（Ｂ）
は図４（Ａ）のｂ－ｂ断面図であり、図４（Ｃ）は図４（Ａ）中のｃ－ｃ断面図であり、
図４（Ｄ）は図４（Ａ）のｄ－ｄ断面図である。
【００２９】
図４（Ａ）は、図３（Ｂ）中の光学モジュールをＡ１矢視した図であるが、前端壁３２ｃ
の一部を切り欠いて示している。結像レンズホルダ２４の側壁２４ａと、レンズホルダ支
持部材３２の保持室３４Ｂの側壁３２ｊとの間には、結像レンズホルダ２４の側壁２４ａ
側に収容された磁石板３４と、保持室３４Ｂの側壁３２ｊ側に収容された鉄板３６と、該
磁石板３４と鉄板３６との間に介在する鉄球３８とからなる移送機構（移送手段）が配置
され、レンズホルダ支持部材３２の自重による移動を可能にしている。図４（Ｂ）に示す
ように、鉄球３８は、結像レンズホルダ２４の側壁２４ａと保持室３４Ｂの側壁３２ｊと
の間に配置されたガイド板３０のガイド孔３０ａに収容されている。ガイド孔３０ａと、
図４（Ｃ）に示すように結像レンズホルダ２４の側壁２４ａに収容される磁石板３４と、
図４（Ｄ）に示すように保持室３４Ｂの側壁３２ｊに収容される鉄板３６とは、二次元光
学センサ２８の光軸Ｘ１に対して斜め方向に配置されている。なお、結像レンズホルダ２
４及びレンズホルダ支持部材３２は、樹脂等の非磁性体により形成されている。
【００３０】
図５（Ａ）は、図４（Ｂ）中のガイド孔のｅ－ｅ断面図であり、図５（Ｂ）は、図５（Ａ
）中のｂ１－ｂ１断面図である。磁石板３４は、結像レンズホルダ２４の側壁２４ａに形
成された長孔２４ｍに収容され、鉄板３６は、保持室３４Ｂの側壁３２ｊに形成された長
孔３２ｍに収容されている。磁石板３４の鉄板側端面には、鉄球３８を摺動可能に保持す
る溝３４ａが形成されている。同様に、鉄板３６の磁石板３４側端面には、鉄球３８を摺
動可能に保持する溝３６ａが形成されている。図５（Ｂ）に示すように、磁石板３４の溝
３４ａ、及び、鉄板３６の溝３６ａは、中央部が深く、端部で浅くなるように形成されて
いる。
【００３１】
ここで、図１に示すように、近接するＱＲコードを読み取るために読取口１２ａが下に向
けられると、図３（Ａ）に示すように結像レンズホルダ２４が前端壁３２ｃに当接する位
置まで自重で下がる。他方、図２に示すように、遠方のＱＲコードを読み取るために読取
口１２ａが側方に向けられると、図３（Ｂ）に示すように結像レンズホルダ２４が後端壁
３２ｅに当接する位置まで自重で下がる。これにより、焦点位置及び画像読み取り範囲を
変更する。
【００３２】
第１実施形態の光学情報読取装置１０では、結像レンズホルダ２４に設けられた斜め方向
の磁石板３４の溝３４ａと、レンズホルダ支持部材３２に設けられた結像レンズホルダの
溝３４ａに対応する鉄板３６の溝３６ａと、両間に介在する鉄球３８とからなる移送機構
を備えるため、簡易な構成で結像レンズホルダ２４の自重による移送を実現できる。結像
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レンズホルダ２４の移送を該結像レンズホルダ２４の自重により行うため、簡易に移動機
構を構成することができる。
【００３３】
第１実施形態の光学情報読取装置１０では、磁石板３４の溝３４ａ、及び、鉄板３６の溝
３６ａが端部で浅くなっており、該端部で鉄球３８に加わる抵抗が大きくなって結像レン
ズホルダ２４の移送速度が低下するため、図３（Ｂ）に示す近接位置及び図３（Ａ）に示
す離間位置で衝撃が生じず、結像レンズホルダ２４を円滑に移送することができる。
【００３４】
[第２実施形態]
引き続き、本発明の第２実施形態に係る光学情報読取装置について説明する。図６は、第
２実施形態に係る光学情報読取装置のハウジング等の構成概要を示す部分縦断面図である
。
上述した第１実施形態の光学情報読取装置では、箱形の握り部１２Ｈを備えていた。これ
に対して、第２実施形態は、本体１２Ｂから独立した握り部１２Ｈを備えるガンタイプの
光学情報読取装置１０である。
操作者の把持する握り部１２Ｈの中心線ｇ－ｇから斜め方向の光学情報を読み取るように
読取口１２ａが設けられており、読取口１２ａの内側には、３枚のレンズ２２ａ、２２ｂ
、２２ｃからなる結像レンズ２２を一体に保持する結像レンズホルダ２４と、二次元光学
センサ２８とを備える光学モジュール２０が収容されている。光学モジュール２０の構成
は上述した第１実施形態と同様であるため説明を省略する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る光学情報読取装置のハウジング等の構成概要を示す
部分縦断面図であり、水平面Ｈ上に置かれた近接するＱＲコードＱを読み取っている状態
を表す。
【図２】１実施形態に係る光学情報読取装置のハウジング等の構成概要を示す部分縦断面
図であり、垂直面Ｖ上に置かれた近接するＱＲコードＱを読み取っている状態を表してい
る。
【図３】図３（Ａ）は、図１中の光学モジュール２０を示す説明図であり、図３（Ｂ）は
、図２中の光学モジュール２０を示す説明図である。
【図４】図４（Ａ）は、図３（Ｂ）中の光学モジュールをＡ１矢視した図であり、図４（
Ｂ）は図４（Ａ）のｂ－ｂ断面図であり、図４（Ｃ）は図４（Ａ）中のｃ－ｃ断面図であ
り、図４（Ｄ）は図４（Ａ）のｄ－ｄ断面図である。
【図５】図５（Ａ）は、図４（Ｂ）中のガイド孔のｅ－ｅ断面図であり、図５（Ｂ）は、
図５（Ａ）中のｂ１－ｂ１断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る光学情報読取装置のハウジング等の構成概要を示す
部分縦断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　光学情報読取装置
　１２ａ　読取口
　１２Ｂ　握り部
　２２　結像レンズ
　２４　結像レンズホルダ
　２８　二次元光学センサ
　３０　ガイド板
　３４　磁石板
　３４ａ　溝（移送手段）
　３６　鉄板
　３６ａ　溝（移送手段）
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　３８　鉄球（移送手段）
　Ｘ１、Ｘ２　光軸

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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